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●富良野市国民保護計画新旧対象表 

  

頁 

（修正後） 
修   正   案 現    行 変更理由等 

第１編 

第２章 

（P3） 

 

 

 

第２章 国民保護措置に関する基本方針 
 
  
   市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するに当たり、特に留意すべき事項に 

つ  ついて、以下のとおり、国民保護措置に関する基本方針として定める。 

  
 

 

(1) ～（4） 省略 

 

(5) 国民の協力 

 市は、国民保護法の規定により国民保護措置の実施のため必要があると認めるとき

は、国民に対し、必要な援助について協力を要請する。この場合において、国民は、そ

の自発的な意思により、必要な協力をするよう努めるものとする。 

 また、市は、富良野消防団（以下「消防団」という。）及び自主防災組織の充実・活

性化、ボランティアへの支援に努める。 
 

 

第２章 国民保護措置に関する基本方針 
 
  
   市は、国民保護措置を的確かつ迅速に実施するに当たり、特に留意すべき事項に 

つ  ついて、以下のとおり、国民保護措置に関する基本方針として定める。 

  
 

 

(1) ～（4） 省略 

 

(5) 国民の協力 

 市は、国民保護法の規定により国民保護措置の実施のため必要があると認めるとき

は、国民に対し、必要な援助について協力を要請する。この場合において、国民は、

その自発的な意思により、必要な協力をするよう努めるものとする。 

 また、市は、消防団及び自主防災組織の充実・活性化、ボランティアへの支援に努

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句修正 

 

資料２ 
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●富良野市国民保護計画新旧対象表  

頁（修正

後） 
修   正   案 現    行 変更理由等 

第１編 

第３章 

（P5） 

 

 

第１編 総論 第３章 関係機関の事務又は業務の大綱 

 

（略） 

 

【関係機関の連絡先】 

機   関   名 部    署 電話番号 FAX 番号 

北海道開発局旭川開発建設部 防災対策官 0166-32-1111 0166-32-0545 

北海道開発局旭川開発建設部富良野道路事務所  0167-23-3171 0167-23-5039 

北海道開発局札幌開発建設部空知川河川事務所  0124-24-4111 0124-24-4113 

旭川地方気象台 防災業務課 0166-32-6381 0166-32-6407 

北海道農政事務所旭川地域拠点  0166-30-9300 0166-30-9305 

上川南部森林管理署   0167-52-2772 0167-52-2319 

陸上自衛隊第２師団司令部 第３部防衛班 0166-32-6111 － 

陸上自衛隊第４特科群 第３科 0167-45-3101 － 

北海道総務部危機対策局危機対策課 危機調整グループ 011-204-5014 011-231-4314 

上川総合振興局地域創生部 地域政策課 0166-46-5918 0166-46-5204 

上川総合振興局旭川建設管理部富良野出張所   0167-23-2168 0167-23-3393 

上川総合振興局保健環境部富良野地域保健室  0167-23-3161 0167-23-3163 

上川総合振興局上川農業改良普及センター富良野支所   0167-23-2175 0167-23-6815 

北海道旭川方面富良野警察署 警備係 0167-22-0110 0167-22-5688 

富良野広域連合富良野消防署 通信指令室 0167-23-5119 0167-23-1559 

富良野市教育委員会  0167-39-2320 0167-23-3528 

東日本電信電話㈱北海道事業部 災害対策室 011-212-4494 011-222-9254 

北海道旅客鉄道㈱旭川支社富良野駅  0167-22-0909 0167-23-6703 

北海道電力ネットワーク㈱富良野ネットワークセ

ンター 

  
0167-23-4131 0167-22-1025 

富良野郵便局   0167-23-2652 0167-22-5688 

ふらの農業協同組合 本所  0167-23-3532 0167-22-3232 

富良野医師会   0167-22-2767 0167-23-1955 

旭川歯科医師会富良野班 ごうだ歯科医院内 0167-23-4848 0167-23-4848 

富良野商工会議所   0167-22-3555 0167-22-3120 

山部商工会   0167-42-2409 0167-42-2065 
 

第１編 総論 第３章 関係機関の事務又は業務の大綱 

 

（略） 

 

【関係機関の連絡先】 

機   関   名 部    署 電話番号 FAX 番号 

北海道開発局旭川開発建設部 防災対策官 0166-32-1111 0166-32-0545 

北海道開発局旭川開発建設部富良野道路事務所  0167-23-3171 0167-23-5039 

北海道開発局札幌開発建設部空知川河川事務所  0124-24-4111 0124-24-4113 

旭川地方気象台 防災業務課 0166-32-6381 0166-32-6407 

農林水産省札幌食糧事務所旭川支所  0166-51-4296 0166-51-4222 

上川南部森林管理署   0167-52-2772 0167-52-2319 

陸上自衛隊第２師団司令部 第３部防衛班 0166-32-6111 － 

陸上自衛隊第４特科群 第３科 0167-45-3101 － 

北海道総務部危機対策局危機対策課 危機調整グループ 011-204-5014 011-231-4314 

上川総合振興局地域振興部 地域政策課 0166-46-5918 0166-46-5204 

上川総合振興局旭川建設管理部富良野出張所   0167-23-2168 0167-23-3393 

上川総合振興局保健環境部富良野地域保健室  0167-23-3161 0167-23-3163 

上川総合振興局上川農業改良普及センター富良野支所   0167-23-2175 0167-23-6815 

北海道旭川方面富良野警察署 警備係 0167-22-0110 0167-22-5688 

富良野広域連合富良野消防署 通信指令室 0167-23-5119 0167-23-1559 

富良野市教育委員会  0167-39-2320 0167-23-3528 

東日本電信電話㈱北海道支社 災害対策室 0166-20-5495 0166-29-2144 

北海道旅客鉄道㈱旭川支社富良野駅  0167-22-0909 0167-23-6703 

北海道電力㈱富良野営業所   0167-23-4131 0167-22-1025 

富良野郵便局   0167-23-2652 0167-22-5688 

ふらの農業協同組合 本所  0167-23-3532 0167-22-3232 

富良野医師会   0167-22-2767 0167-23-1955 

旭川歯科医師会富良野班 ごうだ歯科医院内 0167-23-4848  

富良野商工会議所   0167-22-3555 0167-22-3120 

山部商工会   0167-42-2409 0167-42-2065 
 

 

 

 

 

組織名称等の変更 

第１編 

第４章 

（P7） 

 

（2）気 候 

本市は北海道の内陸部で、東は大雪山系、西は夕張山系に囲まれ、年平均気温は 6.3℃と比較的

温順で、夏期の最高気温は 36.3℃（2000.8.1・2014.6.4）、冬期の最低気温は－34.5℃（1977.1.29）

と気温の較差が非常に大きく、典型的な内陸性気候を示している。降水量は年間 969.6 ㎜であり、

降雪量（新積雪総量）は、697 ㎝となっている。（年平均気温、降水量、降雪量は、1981 年から

2010 年までの 30 年間の平年値） 

(2) 気候 

気候は、北海道の内陸部で大雪山系と夕張山系に囲まれた地形のため典型的な大陸性気候で、

気温の日較差や年較差が大きく、夏季には集中豪雨の傾向も見られ、降雪期間は 11 月中旬から

４月上旬までで、積雪深は１ｍ内外であるが、山間部では２～３ｍに達する。平成 17 年の平均

気温は 6.2℃で、最高気温 33.3℃、最低気温マイナス 27.5℃、年間日照時間 1,448 時間、年間降

水量 958 ㎜となっている。 

データ更新 
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●富良野市国民保護計画新旧対象 
 

頁（修正

後） 
修   正   案 現    行 変更理由等 

第１編 

第４章 

（P7） 

 

 

 区分 

 

 

年次 

気  温 

年平均 

℃ 

日最高気温 日最低気温 

年最高 

（℃） 
起 日 

年最低 

（℃） 
起 日 

平成 27 年 7.5 33.2 ８月１１日 -25.3 ２月５日 

28 6.7 33.3 ８月７日 -26.5 １月２５日 

29 6.5 34.4 ７月１３日 -29.4 １月２４日 

30 7.1 35.5 ７月３１日 -27.1 ２月２日 

31 7.1 35.3 ５月２６日 -28.0 １月１４日 

 

 区分 

 

 

年次 

気  温 

年平均 

℃ 

日最高気温 日最低気温 

月最高 

（℃） 
起 日 

月最低 

（℃） 
起 日 

31 年 1 月 -7.7 2.5 １５日 -28.0 １４日 

2 月 -7.3 4.4 ２５日 -25.5 ９日 

3 月 -0.7 11.8 ２０日 -16.7 ３日 

4 月 5.5 24.9 ２４日 -6.7 １日 

令和元年 5 月 14.4 35.3 ２６日 0.5 １２日 

6 月 16.8 28.7 ２６日 6.5 １８日 

7 月 20.9 32.1 ２８日 13.0 １０日 

8 月 20.4 35.0 ７日 11.9 ２７日 

9 月 16.4 33.0 ８日 2.7 ２６日 

10 月 10.1 26.6 ２日 -1.3 １６日 

11 月 0.7 15.4 １日 -12.4 ２３日 

12 月 -4.5 7.6 １２日 -19.2 ２３日 
 

 

 区分 

 

 

年次 

気  温 

年平均 

℃ 

日最高気温 日最低気温 

年最高 

（℃） 
起 日 

年最低 

（℃） 
起 日 

平成 21 年 6.9 32.9 ８月１１日 －24.0 １２月２６日 

22 7.5 33.2 ６月２８日 －24.1 ２月 ２日 

23 6.8 33.3 ８月 ８日 －25.9 ２月２０日 

24 6.8 33.7 ６月３０日 －28.4 ２月１５日 

25 6.8 32.6 ７月 ８日 －25.1 １月２４日 

 

 区分 

 

 

年次 

気  温 

年平均 

℃ 

日最高気温 日最低気温 

月最高 

（℃） 
起 日 

月最低 

（℃） 
起 日 

25 年 1 月 -10.3 1.2 ２５日 -25.1 ２４日 

2 月 -8.2 6.0 ２日 -22.0 ７日 

3 月 -2.5 11.7 ２８日 -17.7 ４日 

4 月 4.3 16.2 ２４日 -9.1 １日 

5 月 10.6 31.0 ２８日 -1.0 ８日 

6 月 18.1 32.1 １０日 6.9 ４日 

7 月 21.7 32.6 ８日 11.3 １日 

8 月 21.6 32.1 ６日 10.6 ２９日 

9 月 16.2 28.0 １４日 1.3 ２７日 

10 月 10.2 24.6 ２日 -1.1 １９日 

11 月 3.0 15.0 ７日 -11.5 ２９日 

12 月 -3.6 6.9 ５日 -20.6 ２４日 
 

データ更新 

 

 

第１編 

第４章 

（P8） 

 

(3) 人口分布 

国勢調査による人口は、昭和40年の36,627人をピークに、その後官公庁の統廃合、

企業の撤退、離農などにより平成22年では24,259人、平成27年には22,936人にまで減

少している。 

世帯数においても、平成22年では10,074世帯、平成27年では9,929世帯と減少傾向に

あり、年齢別人口構成では、平成22年と平成27年を比較すると幼年人口比率は13.0％

から11.7％まで減少している。生産年齢人口比率は60.1％から57.1％とやや減少とな

っているが、老齢人口比率は逆に26.8％から30.9％まで増加し、少子高齢化が進んで

いる。 

(3) 人口分布 

国勢調査による人口は、昭和 40 年の 36,627 人をピークに、その後官公庁の統廃合、

企業の撤退、離農などにより平成 17 年では 25,076 人、平成 22 年には 24,259 人にま

で減 少している。 

一方、世帯数は、平成 17 年では 9,989 世帯、平成 22 年では 10,925 世帯と増加の

傾向にあり、年齢別人口構成では、平成 17 年と平成 22 年を比較すると幼年人口比率

は 14.2％から 13.0％まで減少し、生産年齢人口比率は 61.2％から 60.1％とやや減少

となっているが、老齢人口比率は逆に 24.6％から 26.8％まで増加し、少子高齢化が

進んでいる。 

 

データ更新 
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●富良野市国民保護計画新旧対象表             

頁（修正

後） 
修   正   案 現    行 変更理由等 

第2編   

第1章 

（P8） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
国勢調査による人口の推移
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データ更新 

第2編   

第1章 

（P9） 

 

(4) 道路の位置等 

国道38号、237号が市内中心部で交差し、ＪＲ根室線、富良野線が国道と並行し

ている。さらに、地域高規格道路として、学田三区（北の峰IC）から上五区（布部

IC）まで旭川十勝道路が走っている。また、道道については、ＪＲ富良野駅から道

道上富良野旭中富良野線が中富良野町方面へ、市内から放射線状に山部地区へ道道

山部北の峰線、麓郷地区経由で東山地区へ道道東山富良野停車場線、道道麓郷山部

停車場線、道道南陽山部停車場線の５路線が走っている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 道路の位置等 

国道38号、237号が市内中心部で交差し、ＪＲ根室線、富良野線が国道と並行

している。また、道道については、ＪＲ富良野駅から道道上富良野旭中富良野線

が中富良野町方面へ、市内から放射線状に山部地区へ道道山部北の峰線、麓郷地

区経由で東山地区へ道道東山富良野停車場線、道道麓郷山部停車場線、道道南陽

山部停車場線の５路線が走っている。 
 

 

 

高規格道路開通に伴

う追記及び地図の更

新 
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●富良野市国民保護計画新旧対象表 

頁（修正

後） 
現    行 修   正   案 変更理由等 

 

第2編 

 第2章 

（P12） 

 

 

 

【市の各部課における平素の業務】 

部 班 構 成 平 素 の 業 務 

総務対策部 

部長：総務部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

本部班 

班長：総務課長 

総務課総務係 

総務課統計係 

１．市国民保護協議会等の運営に関すること。 

２．市国民保護計画に関すること。 

３．市国民保護対策本部等の設置・運営に関すること。 

４．警報の内容の伝達等及び緊急通報の内容の伝達等に

関すること。 

５．国民保護に関する情報に関すること。  

６．特殊標章等の交付等に関すること。 

７．国民保護措置についての研修及び訓練に関するこ

と。 

８．国民保護に関する啓発に関すること。 

９．職員の非常招集及び動員に関すること。 

10．関係機関との連絡調整に関すること。 

11．各部との連絡調整に関すること。 

12．自衛隊の部隊等の派遣要請の求めに関すること。  

13．防災行政無線等通信機能の総合的運用に関するこ

と。  

庶務班 

班長：総務課長 
総務課職員係 

 

１．職員の出動状況の記録に関すること。 

２．災害対策従事者の公務災害補償に関すること。  

３．労務供給対策に関すること。 

  

財政班 

班長：財政課長 

財政課 

会計課 

１．公有財産の被害調査及び応急対策に関すること。 

２．国民保護の予算措置に関すること。 

３．車両の確保及び配車に関すること。  

 

広報班 

班長：企画振興課

長 

企画振興課 １．住民に対する被災情報等の広報に関すること。 

２．避難の指示の伝達等に関すること。 

３．被災現場写真の撮影記録に関すること。 

４．報道機関への情報提供に関すること。 

 

調査班 

班長：税務課長 

税務課 １．初動期における生命危険情報の収集に関すること。 

２．一般家屋被害調査及び被災世帯調査に関すること。 

 

情報統括班 

班長：スマートシ

ティ戦略室長 

スマートシティ

戦略室 

１．ICT-BCP に関すること。 

２ ホームページ等による住民への周知に関すること。 

３ 災害対策本部の情報機器設置に関すること。 

市民生活対策部 

部長：市民生活部

長 

山部地区対策班 

班長：山部支所長 

東山地区対策班 

班長：東山支所長 

山部支所 

 

東山支所 

 

（両班共通） 

１．支所管轄地域内の被災被害調査及び情報収集並びに

連絡に関すること。 

２．防災行政無線の中継に関すること。 

輸送班 

班長:市民環境課

長 

副班長：市民協働

課長 

市民課 

市民協働課 

議会事務局 

監査委員事務局 

選管事務局 

１．物資及び人員の応急輸送に関すること。 

２．人的被害調査に関すること。 

３．避難所（地域会館等）の開設に関すること。 

 

環境・防疫班 

班長：環境課長 

環境課 

リサイクルセン

ター 

１．死体の処理及び埋葬に関すること。 

２．災害時の清掃及び廃棄物の処理に関すること。 

３．災害時の公害防止対策に関すること。」 

４．避難所におけるごみ処理及び仮設トイレのし尿処理

に関すること。 

５．衛生施設被害状況調査及び応急対策に関すること。 

６．死亡獣畜（家畜を除く。）の処理に関すること。 

７．被災地の防疫活動に関すること。 
 

【市の各部課における平素の業務】 

部 班 構 成 平 素 の 業 務 

総務対策部 

部長：総務部長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本部班 

班長：総務課長 

総務課総務法制

係 

地域情報係 

１．市国民保護協議会等の運営に関すること。 

２．市国民保護計画に関すること。 

３．市国民保護対策本部等の設置・運営に関すること。 

４．警報の内容の伝達等及び緊急通報の内容の伝達等に

関すること。 

５．国民保護に関する情報に関すること。  

６．特殊標章等の交付等に関すること。 

７．国民保護措置についての研修及び訓練に関するこ

と。 

８．国民保護に関する啓発に関すること。 

９．職員の非常招集及び動員に関すること。 

10．関係機関との連絡調整に関すること。 

11．各部との連絡調整に関すること。 

12．自衛隊の部隊等の派遣要請の求めに関すること。  

13．防災行政無線等通信機能の総合的運用に関するこ

と。  

庶務班 

班長：総務課長 
総務課職員係 

 

１．職員の出動状況の記録に関すること。 

２．災害対策従事者の公務災害補償に関すること。  

３．労務供給対策に関すること。 

  

財政班 

班長：財政課長 

財政課 

会計課 

１．公有財産の被害調査及び応急対策に関すること。 

２．国民保護の予算措置に関すること。 

３．車両の確保及び配車に関すること。  

 

広報班 

班長：企画振興課

長 

企画振興課 １．住民に対する被災情報等の広報に関すること。 

２．避難の指示の伝達等に関すること。 

３．被災現場写真の撮影記録に関すること。 

４．報道機関への情報提供に関すること。 

 

  
  

情報支援班 

班長：税務課長 

税務課 １．初動期における生命危険情報の収集に関すること。 

２．一般家屋被害調査及び被災世帯調査に関すること。 

 

山部地区対策班 

班長：山部支所長 

東山地区対策班 

班長：東山支所長 

山部支所 

 

東山支所 

東山公民館 

（両班共通） 

１．支所管轄地域内の被災被害調査及び情報収集並びに

連絡に関すること。 

２．防災行政無線の中継に関すること。 

輸送班 

班長:市民環境課

長 

 

 

市民環境課市民

年金係 

市民環境課交通

生活係 

議会事務局 

監査委員事務局 

選管事務局 

１．物資及び人員の応急輸送に関すること。 

２．人的被害調査に関すること。 

 

 

環境・防疫班 

班長：市民環境課

長 

市民環境課環境

係 

リサイクルセン

ター 

１．死体の処理及び埋葬に関すること。 

２．災害時の清掃及び廃棄物の処理に関すること。 

３．避難所におけるごみ処理及び仮設トイレのし尿処理

に関すること。 

 

 

組織機構改革に伴う

修正 
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●富良野市国民保護計画新旧対象表 

頁（修正

後） 
現    行 修   正   案 変更理由等 

第2編   

第1章 

（P13）) 

 

保健福祉対策

部 

部長：保健福祉

部 

長 

 

副部長：看護専

門学校学校長 

福祉班 

班長：福祉課長 

 

副班：高齢者福

祉課長 

 

福祉課 

 

 

高齢者福祉課 

 

 

１．独居老人、障がい者等の安否確認及び救出に関すること。 

２．住民の避難誘導に関すること。 

３．避難所の開設・運営に関すること。 

４．福祉避難所の開設・運営に関すること。 

５．被災者の給食炊き出しに関すること。 

６．被災者への被服、寝具その他生活必需品の調達及び給与に

関すること。 

７．日本赤十字社北海道支部その他民間団体との連絡調整に関

すること。 

８．義援金の募集及び配分に関すること。 

９．被災者に対する見舞金に関すること。 

10．被災者に対する生活保護に関すること。 

11．福祉施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

保健・医療班 

班長：保健医療

課長 

 

副班長：看護専

門学校事務課長 

保健医療課 

看護専門学校 

１．保健医療施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

２．被災者に対する保健指導に関すること。 

３．緊急医薬品、衛生用品の調達及び供給に関すること。 

４．医療救護所の開設に関すること。 

５．医師会及び歯科医師会との連絡調整に関すること。 

６．被災者の保健・医療に関すること。 

教育対策部 

部長：教育部長 

学校教育班 

班長：学校教育

課長 

社会教育班 

班長：社会教育

課長 

幼児教育班 

班長：こども未

来課長 

学校教育課 

 

 

社会教育課 

生涯学習センター 

図書館 

 

こども未来課 

 

１ 学校長及び園長に対する避難の指示の伝達等に関するこ

と。 

２．避難所の開設・運営に関すること。 

３．教育施設、保育施設及び文化財の被害調査及び応急対策に

関すること。 

４．児童生徒の応急教育対策に関すること。 

５．被災児童生徒に対する教科書及び学用品等の供与に関する

こと。 

経済対策部 

部長:経済部長 

 

救援班 

班長：商工観光

課長 

 

副班長：商工観

光課主幹 

商工観光課 

 

 

 

１．被災者の救援に関すること。 

２．救援物資材の調達に関すること。 

３．商工業の被害調査及び応急対策に関すること。 

４．被災商工業者の援護対策に関すること。 

５ 観光施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

農林班 

班長：農林課長 

 

副班長：農業委

員会事務局長 

農林課 

 

農業委員会事務局 

１．農林業の被害調査及び応急対策に関すること。 

２．被災地の家畜の防疫に関すること。 

３．死亡獣畜(家畜)の処理に関すること。 

建設水道対策

部 

部長：建設水道

部長 

 

上下水道班 

（班長） 

上下水道課長 

 

上下水道課 １．水道施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

２．被災地における飲料水確保及び給水に関すること。 

３．下水道施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

４．仮設トイレの配置に関すること。 

 

 

保健福祉対策

部 

部長：保健福

祉部 

長 

副部長：看護

専門学校学校

長 

救護班 

班長：こども未来

課長 

こども未来課 １．救援の実施の総括に関すること。 

２．福祉施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

３．行方不明者の把握等に関すること。 

避難所・要援護者

班 

班長：福祉支援課

長 

福祉支援課 

ふれあいセンター 

１．独居老人、障がい者の安否確認及び救出に関すること。 

２．日本赤十字社北海道支部その他民間団体との連絡調整に

関すること。  

３．避難所の開設に関すること 

４．住民の避難誘導に関すること 

保健・医療班 

班長：保健医療課

長 

 

保健医療課 

看護専門学校 

１．被災者に対する保健指導に関すること。 

２．緊急医薬品、衛生用品の調達及び供給に関すること。 

３．医療救護所の開設に関すること。 

４．医師会及び歯科医師会との連絡調整に関すること。 

教育対策部 

部長：教育部

長 

学校教育班 

班長：学校教育課

長 

 

学校教育課 

社会教育課 

図書館 

生涯学習センタ― 

１．学校長に対する避難の指示の伝達等に関すること。 

２．教育施設及び文化財の被害調査及び応急対策に関するこ

と。 

３．児童生徒の応急対策に関すること。 

 

経済対策部 

部長 :経済部

長 

副部長：商工

観光室長 

 

救援班 

班長:商工観光室

長 

 

商工観光室 

 

１．被災者の救援に関すること。 

２．救援物資材の調達に関すること。 

３．被災商工業者の援護対策に関すること。 

農林班 

班長:農林課長 

 

農林課 

農業委員会事務局 

１．農林業の被害調査及び応急対策に関すること。 

 

建設水道対策

部 

部長：建設水

道部長 

上下水道班 

班長：上下水道課

長 

上下水道課 １．水道施設の被災調査及び応急対策に関すること。 

２．被災地における飲料水確保及び給水に関すること。 

３．下水道施設の被災調査及び応急対策に関すること。  

土木班 

班長：都市施設課

長 

都市施設課 

地籍調査課 

幹線道路整備推進

課 

１．土木関係の被災調査に関すること。 

２．道路、河川、橋、堤防等の保護及び応急対策に関するこ

と。 

３．道路の通行禁止及び制限措置に関すること。 

４．応急対策に必要な資機材等の調達及び輸送に関すること。  

５．障害物の除去に関すること。 

建設班 

班長：都市建築課

長 

 

都市建築課 

１．公共施設（建築物）、公営住宅の被災調査及び応急対策

に関すること。 

２．一般宅地の被災調査及び応急復旧の指導及び実施に関す

ること。 

３．応急仮設住宅の設置に関すること。 

 

業務内容の見直し及

び組織機構改革に伴

う修正 
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●富良野市国民保護計画新旧対象表            

頁（修正

後） 
修   正   案 現    行 変更理由等 

第2編   

第1章 

（P14） 

 

 

 

２  市職員の参集基準等  
 

(1) 略 

 

(2) ２４時間即応体制の確立 

   市は、武力攻撃等が発生した場合において、事態の推移に応じて速やかに対応す
る必要があるため、富良野広域連合富良野消防署（以下「消防署」という。）との
連携を図りつつ庁舎警備管理体制等の強化を行うなど、速やかに市長及び国民保護
担当職員に連絡が取れる２４時間即応可能な体制を確保する。 

 土木班 

班長：都市施設

課長 

 

副班長：都市施

設課主幹 

 

都市施設課 

 

地籍調査課 

 

１．土木関係の被害調査に関すること。 

２．道路、河川、橋、堤防等の保護及び応急対策に関すること。 

３．道路の通行禁止及び制限措置に関すること。 

４．応急対策に必要な資機材等の調達及び輸送に関すること。 

５．障害物の除去に関すること。 

６．都市計画関係施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

建設班 

班長：都市建築

課長 

都市建築課 １．公共施設（建築物）、公営住宅の被害調査及び応急対策に

関すること。 

２．一般宅地の被害調査及び応急復旧の指導及び実施に関する

こと。 

３．応急仮設住宅の設置に関すること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２  市職員の参集基準等 

 

(1) 略 

 

(2) ２４時間即応体制の確立 

   市は、武力攻撃等が発生した場合において、事態の推移に応じて速やかに対応
する必要があるため、富良野広域連合消防本部（以下「消防本部」という。）との連
携を図りつつ庁舎警備管理体制等の強化を行うなど、速やかに市長及び国民保護担当
職員に連絡が取れる２４時間即応可能な体制を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句修正 

第2編   

第1章 

（P15） 

 

 

 

      【職員参集基準】 

体   制 参 集 基 準 

①担当課体制 国民保護担当課（総務課）職員が参集 

②緊急事態連絡室体制 

 

 

原則として、富良野市国民保護対策本部体制に準じて職員

の参集を行うが、具体的な参集基準は、個別の事態の状況

に応じ、その都度判断 

(1) 第１非常配備体制 
各対策部長、本部班、庶務班、広 

報班、情報統括班 

(2) 第２非常配備体制 各対策部が定める人員 

③富良野市国民保護対

策本部体制 
(3) 第３非常配備体制 全員 

 

 

      【職員参集基準】 

体   制 参 集 基 準 

①担当課体制 国民保護担当課（総務課）職員が参集 

②緊急事態連絡室体制 

 

 

原則として、富良野市国民保護対策本部体制に準じて職員

の参集を行うが、具体的な参集基準は、個別の事態の状況

に応じ、その都度判断 

(1) 第１非常配備体制 
各対策部長、本部班、庶務班、広 

報班 

(2) 第２非常配備体制 各対策部が定める人員 

③富良野市国民保護対

策本部体制 
(3) 第３非常配備体制 全員 

 

 

組織機構改革に伴う

修正 
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●富良野市国民保護計画新旧対象表            

頁（修正

後） 
修   正   案 現    行 変更理由等 

第2編   

第1章 

（P16） 

 

 

【市対策本部長、対策副本部長の代替職員】 
 

名  称 代替職員（第１順位） 代替職員（第２順位） 代替職員（第３順位） 

本部長 

（市 長） 

副市長 総務部長 市民生活部長 

副本部長 

（副市長、

（教育長） 

総務部長 市民生活部長 保健福祉部長 

 

【市対策本部長、対策副本部長の代替職員】 
 

名  称 代替職員（第１順位） 代替職員（第２順位） 代替職員（第３順位） 

本部長 

（市 長） 

副市長 総務部長 保健福祉部長 

副本部長 

（副市長） 

総務部長 保健福祉部長 経済部長 

 

 

組織機構改革に伴う

修正 

第2編   

第1章 

（P16） 

 

 ３ 消防機関の体制 

 

(1)富良野広域連合富良野消防署における体制 

富良野広域連合富良野消防署（以下「消防署」という。）は、市における参集

基準等と同様に、消防署における初動体制を整備するとともに、職員の参集基準

を定める。 

その際、市は、消防署における２４時間体制の状況を踏まえ、特に初動時にお

ける消防署との緊密な連携を図り、一体的な国民保護措置が実施できる体制を整

備する。 

 

(2) 消防団の充実・活性化の推進等 

市は、消防団が避難住民の誘導等に重要な役割を担うことにかんがみ、道と連

携し、地域住民の消防団への参加促進、消防団に係る広報活動、全国の先進事例

の情報提供、施設及び設備の整備の支援等の取組みを積極的に行い、消防団の充

実・活性化を図る。 

また、市は、道と連携し、消防団員に対する国民保護措置についての研修を実

施するとともに、国民保護措置についての訓練に消防団を参加させるよう配慮す

る。 

さらに、市は、消防署における参集基準等を参考に、消防団員の参集基準を定

める。 

 

３ 消防機関の体制 

 

(1) 消防本部及び消防署における体制 

富良野広域連合消防本部（以下「消防本部」という。）及び富良野広域連合

富良野消防署（以下「消防署」という。）は、市における参集基準等と同様に、

消防本部、消防署における初動体制を整備するとともに、職員の参集基準を定

める。 

その際、市は、消防本部及び消防署における２４時間体制の状況を踏まえ、

特に初動時における消防本部及び消防署との緊密な連携を図り、一体的な国民

保護措置が実施できる体制を整備する。 

 

(2) 消防団の充実・活性化の推進等 

市は、消防団が避難住民の誘導等に重要な役割を担うことにかんがみ、道と

連携し、地域住民の消防団への参加促進、消防団に係る広報活動、全国の先進

事例の情報提供、施設及び設備の整備の支援等の取組みを積極的に行い、消防

団の充実・活性化を図る。 

また、市は、道と連携し、消防団員に対する国民保護措置についての研修を

実施するとともに、国民保護措置についての訓練に消防団を参加させるよう配

慮する。 

さらに、市は、消防本部及び消防署における参集基準等を参考に、消防団員

の参集基準を定める。 

 

消防機関の体制変更

に伴う修正 

第2編   

第1章 

（P21） 

 

 

 

２ 警報等の伝達に必要な準備 

 

(1) 警報の伝達体制の整備 

市は、知事から警報の内容の通知があった場合の住民及び関係団体への伝達方法等

についてあらかじめ定めておくとともに、住民及び関係団体に伝達方法等の理解が行

き渡るよう事前に説明や周知を図る。この場合において、富良野市民生委員児童委員

協議会や富良野市社会福祉協議会等との協力体制を構築するなど、高齢者、障がい者、

外国人等に対する伝達に配慮する。（その際、富良野市民生委員児童委員協議会や富

良野市社会福祉協議会との十分な協議の上、その役割を考える必要がある。） 

 

２ 警報等の伝達に必要な準備 

 

(1) 警報の伝達体制の整備 

市は、知事から警報の内容の通知があった場合の住民及び関係団体への伝達方法

等についてあらかじめ定めておくとともに、住民及び関係団体に伝達方法等の理解

が行き渡るよう事前に説明や周知を図る。この場合において、民生委員や社会福祉

協議会、国際交流協会等との協力体制を構築するなど、高齢者、障がい者、外国人

等に対する伝達に配慮する。（その際、民生委員や社会福祉協議会との十分な協議

の上、その役割を考える必要がある。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句修正 
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後） 
修   正   案 現    行 変更理由等 

第2編   

第1章 

（P22） 

 

 

 

３ 安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備 

   

(1) 安否情報の種類、収集及び報告の様式 

    市は、避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民の安否情報

（以下参照）に関して、原則として、武力攻撃事態等における安否情報の収集及

び報告の方法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定め

る省令（以下「安否情報省令」という。）第１条に規定する様式第１号及び第２

号の安否情報収集様式により収集し、安否情報システムを用いて、道に報告する。 

 

３ 安否情報の収集、整理及び提供に必要な準備 

   

(1) 安否情報の種類、収集及び報告の様式 

    市は、避難住民及び武力攻撃災害により死亡し又は負傷した住民の安否情報

（以下参照）に関して、武力攻撃事態等における安否情報の収集及び報告の方

法並びに安否情報の照会及び回答の手続その他の必要な事項を定める省令（平

成１７年総務省令第４４号。以下「安否情報省令」という。）第１条に規定す

る様式第１号及び第２号により収集を行い、第２条に規定する様式第３号の安

否情報報告書の様式により、道に報告する。 

 

 

 

 

 

 

 

北海道国民保護計画

改正に伴う修正 

第2編   

第1章 

（P25） 

 

 

 

２ 訓練 

 

(1) 市における訓練の実施 

市は、近隣市町村、道、国等関係機関と共同するなどして、国民保護措置につ

いての訓練を実施し、武力攻撃事態等における対処能力の向上を図る。 

訓練の実施に当たっては、具体的な事態を想定し、防災訓練におけるシナリオ

作成等、既存のノウハウを活用するとともに、道警察、自衛隊等との連携による、

ＮＢＣ攻撃等により発生する武力攻撃災害への対応訓練、広域にわたる避難訓練

など、武力攻撃事態等に特有な訓練等について、人口密集地を含む様々な場所や

想定で行うとともに、実際に必要な資機材や情報伝達手段を用いるなど、実践的

なものとするよう努める。 

 

２ 訓練 

 

(1) 市における訓練の実施 

市は、近隣市町村、道、国等関係機関と共同するなどして、国民保護措置に

ついての訓練を実施し、武力攻撃事態等における対処能力の向上を図る。 

訓練の実施に当たっては、具体的な事態を想定し、防災訓練におけるシナリ

オ作成等、既存のノウハウを活用するとともに、道警察、自衛隊等との連携を

図る。 

 
 

 

北海道国民保護計画

改正に伴う修正 

第2編   

第2章 

（P27） 

 

 

 

１ 避難に関する基本的事項 

 

(1) ～(2) （略） 

 

 (3) 高齢者、障がい者等避難行動要支援者への配慮 

市は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障がい者等自ら避難することが

困難な者の避難について、自然災害時への対応として作成している避難行動要支

援者名簿を活用しつつ、避難行動要支援者の避難対策を講じる。 

  その際、避難誘導時において、災害・福祉関係部局を中心とした横断的な「避

難行動要支援者支援班」を迅速に設置できるよう職員の配置に留意する。 

 

１ 避難に関する基本的事項 

 

(1) ～(2) （略） 

 

 (3) 高齢者、障がい者等災害時要配慮者への配慮 

市は、避難住民の誘導に当たっては、高齢者、障がい者等自ら避難すること

が困難な者の避難について、自然災害時への対応として作成している避難支援

プランを活用しつつ、災害時要配慮者の避難対策を講じる。 

  その際、避難誘導時において、災害・福祉関係部局を中心とした横断的な「災

害時要配慮者支援班」を迅速に設置できるよう職員の配置に留意する。 

 

 

 

 

 

 

北海道国民保護計画

改正に伴う修正 
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第2編   

第2章 

（P27） 

 

※【避難行動要支援者名簿について】 

  武力攻撃やテロ発生時においても、避難誘導に当たっては、自然災害時と同様、 

高齢者、障がい者等の避難行動要支援者への配慮が重要であるが、平素から、自

然災害時における取組みとして行われる避難行動要支援者名簿を活用することが

重要である（「避難行動要支援者の避難行動支援に関する取組指針」(平成25年8

月)参照）。 

避難行動要支援者名簿は、災害対策基本法第49条の10において作成を義務づけら

れており、避難行動要支援者の氏名や生年月日、住所、避難支援等を必要とする事

由等を記載又は記録するものとされている。 

また、災害発生時に避難行動要支援者の円滑かつ迅速な避難支援等の実施に結び

つくため、市は避難行動要支援者の名簿情報について、地域防災計画の定めるとこ

ろにより、あらかじめ避難支援等の実施に必要な限度で、避難支援等の実施に携わ

る関係者（避難支援等関係者）に提供することが求められている。 
 

※【災害時要配慮者の避難支援プランについて】 

 武力攻撃やテロ発生時においても、避難誘導に当たっては、自然災害時と同様、

高齢者、障がい者等の災害時要配慮者への配慮が重要であるが、平素から、自然

災害時における取組みとして行われる災害時要配慮者の避難支援プランを活用

することが重要である。 

避難支援プランは、災害時要配慮者者の避難を円滑に行えるよう、「要配慮

者支援に係る全体的な考え方」と「要配慮者一人一人に対する個別計画」で構

成される。 

災害時要配慮者一人一人の避難支援プランを実施するためには、災害時要配

慮者情報の把握が不可欠であるが、その方法としては、①同意方式、②手上げ

方式、③共有情報方式の３つの方法があり、これらにより取得した情報をもと

に一定の条件や考え方に基づき、支援すべき災害時要配慮者を特定し、福祉関

係部局と防災関係部局が連携の下で、災害時要配慮者各個々人の避難支援プラ

ンを策定することとなる（家族構成や肢体不自由の状況、避難支援者や担当し

ている介護保険事業者名などを記載）。 

 
 

 

北海道国民保護計画

改正に伴う修正 

第2編   

第2章 

（P29） 

 

 

 

５ 避難施設の指定への協力 

 

     市は、道が行う避難施設の指定に際しては、施設の収容人数、構造、保有施設等

の必要な情報を提供するなど道に協力する。 

     市は、道が指定した避難施設に関する情報を避難施設データベース等により、道

と共有するとともに、道と連携して住民に周知する。 

 

 

５ 避難施設の指定への協力 

 

     市は、道が行う避難施設の指定に際しては、必要な情報を提供するなど道に協

力する。 

     市は、道が指定した避難施設に関する情報を避難施設データベース等により、

道と共有するとともに、道と連携して住民に周知する。 

 

 

北海道国民保護計画

改正に伴う修正 
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第2編   

第2章 

（P29） 

 

 

６ 生活関連等施設の把握等 

 

(1) 略 

    

※【生活関連等施設の種類及び所管省庁、所管道担当部局】 
 

  国民保護   各号  施 設 の 種 類  所管省庁名 所管道担当部局 

  法施行令 

  第２７条   １号  発電所、変電所  経済産業省  

   ２号  ガス工作物  経済産業省  

   ３号  取水施設、貯水施設、浄水施設、 

 配水池 

 厚生労働省  

  

   ４号  鉄道施設、軌道施設  国土交通省  

   ５号  電気通信事業用交換設備  総務省  

   ６号  放送用無線設備  総務省  

   ７号  水域施設、係留施設  国土交通省  

   ８号  滑走路等、旅客ターミナル施設、 

 航空保安施設 

 ダム 

 国土交通省  

  

   ９号  ダム  国土交通省 総務部 

  農林水産省 危機対策局 

  第２８条   １号  危険物  総務省消防庁  

   ２号  毒劇物（毒物及び劇物取締法）  厚生労働省  

   ３号  火薬類  経済産業省  

  ４号  高圧ガス  経済産業省  

   ５号  核燃料物質（汚染物質を含む。） 原子力規制委員会  

 

   ６号  核原料物質 原子力規制委員会  

    ７号  放射性同位元素（汚染物質を含  原子力規制委員会  

   む。）  

    ８号 毒劇薬（医薬品、医療機器等の品質、

有効性及び安全性の確保等に関する

法律） 

 

 厚生労働省  

   農林水産省  

    ９号  電気工作物内の高圧ガス  経済産業省  

    10 号  生物剤、毒素  各省庁（主務大  

   臣）  

    11 号  毒性物質  経済産業省  
 

 

６ 生活関連等施設の把握等 

 

(1) 略 

    

※【生活関連等施設の種類及び所管省庁、所管道担当部局】 
 

  国民保護   各号  施 設 の 種 類  所管省庁名 所管道担当部局 

  法施行令 

  第２７条   １号  発電所、変電所  経済産業省  

   ２号  ガス工作物  経済産業省  

   ３号  取水施設、貯水施設、浄水施設、 

 配水池 

 厚生労働省  

  

   ４号  鉄道施設、軌道施設  国土交通省  

   ５号  電気通信事業用交換設備  総務省  

   ６号  放送用無線設備  総務省  

   ７号  水域施設、係留施設  国土交通省  

   ８号  滑走路等、旅客ターミナル施設、 

 航空保安施設 

 ダム 

 国土交通省  

  

   ９号  ダム  国土交通省 総務部 

  農林水産省 危機対策局 

  第２８条   １号  危険物  総務省消防庁  

   ２号  毒劇物（毒物及び劇物取締法）  厚生労働省  

   ３号  火薬類  経済産業省  

  ４号  高圧ガス  経済産業省  

   ５号  核燃料物質（汚染物質を含む。） 原子力規制委員会  

 

   ６号  核原料物質 原子力規制委員会  

    ７号  放射性同位元素（汚染物質を含  原子力規制委員会  

   む。）  

    ８号 毒劇薬（薬事法） 

 

 厚生労働省  

   農林水産省  

    ９号  電気工作物内の高圧ガス  経済産業省  

    10 号  生物剤、毒素  各省庁（主務大  

   臣）  

    11 号  毒性物質  経済産業省  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

法改正に伴う修正 

第3編   

第1章 

（P33） 

 

※【緊急事態連絡室の構成等】 

 

 
 
 
 
 

緊急事態連絡室 関 係 機 関 

※事態の推移に応じ、体制の強化又は
縮小を行う 

消防機関 

道 

道警察 

その他関係機関 

連絡室長（市長） 

 

参集室員 

・副市長 

・国民保護担当部長（総務部長） 

・富良野消防署長 

・関係部長 

・緊急事態連絡室の

設置報告 

・必要に応じ連絡員

等の派遣を要請 

自衛隊 

迅 速 な 情 報 

収 集･分 析 

 

※【緊急事態連絡室の構成等】 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

緊急事態連絡室 関 係 機 関 

※事態の推移に応じ、体制の強化又は
縮小を行う 

消防機関 

道 

道警察 

その他関係機関 

連絡室長（市長） 

 

参集室員 

・副市長 

・国民保護担当部長（総務部長） 

・富良野地区消防組合消防長 

・関係部長 

・緊急事態連絡室の

設置報告 

・必要に応じ連絡員

等の派遣を要請 

自衛隊 

迅 速 な 情 報 

収 集･分 析 

 

 

 

 

 

 

 

字句修正 
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第3編   

第2章 

（P37） 

 

 

(3) 市対策本部の組織構成及び機能 

市対策本部の組織構成及び各組織の機能は以下のとおりとする。 

 

市 対 策 本 部 の 組 織 及 び 機 能 
 

(3) 市対策本部の組織構成及び機能 

市対策本部の組織構成及び各組織の機能は以下のとおりとする。 

 

市 対 策 本 部 の 組 織 及 び 機 能 

 

本 部 班

庶 務 班

財 政 班

広 報 班

 情  報  支  援  班

 山  部  地  区  対  策  班

 東  山  地  区  対  策  班

 輸  送  班

 環  境  ・  防  疫  班

 避 難  所 ・ 要 援 護 者 班

保 健 ・ 医 療 班

 救  護  班

救 援 班

農 林 班

上 下 水 道 班

土 木 班

建 設 班

現 地 対 策 本 部

富良野広域連合

富 良 野 消 防 署

総 務 対 策 部

経 済 対 策 部

建設水道対策部

学 校 教 育 班

本 部 長

( 市 長 )
保健福祉対策部

教 育 対 策 部

副 本 部 長
( 副 市 長 )

現 地 調 整 所

 

 

組織機構改革に伴う

修正 

 

 

 

本 部 班

庶 務 班

財 政 班

広 報 班

調 査 班

情 報 統 括 班

山部地区対策班

東山地区対策班

輸 送 班

環 境 ・ 防 疫 班

福 祉 班

保 健 ・ 医 療 班

学 校 教 育 班

社 会 教 育 班

幼 児 教 育 班

救 援 班

農 林 班

上 下 水 道 班

土 木 班

建 設 班

本 部 長

( 市 長 )

教 育 対 策 部

現 地 調 整 所

副本部長
(副市長)
(教育長)

現 地 対 策 本 部

富良野広域連合

富 良 野 消 防 署

総 務 対 策 部

市民生活対策部

経 済 対 策 部

建設水道対策部

保健福祉対策部
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第3編   

第2章 

（P38） 

 

【市対策本部長の補佐機能の編成及び各部等における業務】 
部 所管部・班 初動期事務分掌 応 急 期 事 務 分 掌 

 

総 

務 

対 

策 

部 

総務部 

本部班 

庶務班 

財政班 

広報班 

調査班 

情報統括班 

 １ 国民保護情報及

び被災状況の総括 

 ２ 応急災害対策の

総括 

 ３ 生命危険情報の

収集 

 ４ 所管施設の被害

調 査の要請 

 ５ 自衛隊の部隊等

の派遣要請の求め 

 ６ 消防署の出動要

請 

 ７ 災害情報の広報 

   （市民・報道） 

 ８ 車両の確保及び

配車計画 

９  行方不明者の 

把握 

 

 １ 市国民保護対策本部等の設置・運営に関すること。 

 ２ 警報の内容の伝達等及び緊急通報の内容の伝達等に関すること。 

 ３ 国民保護に関する情報に関すること。 

 ４ 特殊標章等の交付等に関すること。 

 ５ 職員の非常招集及び動員に関すること。 

 ６ 各部との連絡調整に関すること。 

 ７ 北海道及び他市町村に対する応援派遣要請に関すること。 

８ 自衛隊の部隊等の派遣要請の求めに関すること。 

 ９ 防災行政無線等通信機能の総合的運用に関すること。 

10 被災記録及び防災記録の総括に関すること。 

 11 被害状況調査の取りまとめの総括及び報告に関すること。 

 12 職員の出動状況の記録に関すること。 

 13 被災対策従事者の公務災害補償に関すること。 

 14 労務供給対策に関すること。 

 15 災害に対する相談、苦情等の処理に関すること。 

 16 公有財産の被害調査及び応急対策に関すること。 

 17 国民保護の予算措置に関すること。 

18 本部職員その他出動者に対する食糧、衣服等の調達及び配布に関

すること。 

19 車両の確保及び配車に関すること。 

20 住民に対する被災情報等の広報に関すること。 

21 避難の指示の伝達等に関すること。 

22 被災現場写真の撮影記録に関すること。 

23 報道機関への情報提供に関すること。 

24 被災地及び避難所における広聴に関すること。 

25 初動期における生命危険情報の収集に関すること。 

26 一般家屋被災調査及び被災世帯調査に関すること。 

27 行方不明者の把握等に関すること。 

市

民

生

活 

対 

策 

部 

山部地区対策班 

東山地区対策班 

輸送班 

環境・防疫班 

１ 人的被害調査 

２ 衛生施設被害状

況調査 

３ ペット対策 

1 支所管轄地域内の被災調査及び情報収集並びに連絡に関すること。 

2 防災行政無線の中継に関すること。 

3 物資及び人員の緊急輸送に関すること。 

4 人的被害調査に関すること。 

5 避難所(地域会館)の開設に関すること。 

6 死体の処理及び埋葬に関すること。 

7 被災時の清掃及び廃棄物の処理に関すること。  

8 避難所におけるごみ処理及び仮設トイレのし尿処理に関すること。 

9 衛生施設被害状況調査及び応急対策に関すること。  

10 死亡獣畜（家畜を除く。）の処理に関すること。 

11 被災地の防疫活動に関すること。 

保

健

福

祉 

対 

策 

部 

保健福祉部 

 福祉班 

 保健・医療班 

  

 

１ 福祉施設の被害

調査 

２ 避難行動要支援

者等の安否確認 

３ 保健医療施設の

被害調査 

 ４ 医療救護所の開

設 

５ 避難所の開設 

６ 住民の避難誘導 

１ 救援の実施の総括に関すること。 

 ２ 福祉施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

 ３ 被害者の給食炊き出しに関すること。 

 ４ 独居老人、障がい者の安否確認及び救出に関すること。 

５ 日本赤十字社北海道支部等その他民間団体との連絡調整に関する

こと。 

６ 保健医療施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

 ７ 緊急医薬品、衛生用品の調達及び供給に関すること。 

８ 医療救護所の開設に関すること。 

９ 医師会及び歯科医師会との連絡調整に関すること。 

10 避難所の開設・運営に関すること。 

11 住民の避難誘導に関すること。 
 

【市対策本部長の補佐機能の編成及び各部等における業務】 
部 所管部・班 初動期事務分掌 応 急 期 事 務 分 掌 

 

総 

務 

対 

策 

部 

総務部 

本部班 

庶務班 

財政班 

広報班 

情 報 支 援

班 

山 部 地 区

対策班 

東 山 地 区

対策班 

輸送班 

環境・防疫

班 

 １ 国民保護情報及

び 

被災状況の総括 

 ２ 応急災害対策の

総 

  括 

 ３ 生命危険情報の

収 

  集 

 ４ 所管施設の被害

調 

  査の要請 

 ５ 自衛隊の部隊等

の 

派遣要請の求め 

 ６ 消防組合の出動

要 

 請 

 ７ 災害情報の広報 

   （市民・報道） 

 ８ 車両の確保及び

配 

 車計画 

９ 人的被害調査 

10 衛生施設被害状

況調査 

11 ペット対策 

 

 １ 市国民保護対策本部等の設置・運営に関すること。 

 ２ 警報の内容の伝達等及び緊急通報の内容の伝達等に関すること。 

 ３ 国民保護に関する情報に関すること。 

 ４ 特殊標章等の交付等に関すること。 

 ５ 職員の非常招集及び動員に関すること。 

 ６ 各部との連絡調整に関すること。 

 ７ 北海道及び他市町村に対する応援派遣要請に関すること。 

８ 自衛隊の部隊等の派遣要請の求めに関すること。 

 ９ 防災行政無線等通信機能の総合的運用に関すること。 

10 被災記録及び防災記録の総括に関すること。 

 11 被害状況調査の取りまとめの総括及び報告に関すること。 

 12 職員の出動状況の記録に関すること。 

 13 被災対策従事者の公務災害補償に関すること。 

 14 労務供給対策に関すること。 

 15 災害に対する相談、苦情等の処理に関すること。 

 16 公有財産の被害調査及び応急対策に関すること。 

 17 国民保護の予算措置に関すること。 

18 本部職員その他出動者に対する食糧、衣服等の調達及び配布に関

すること。 

19 車両の確保及び配車に関すること。 

20 住民に対する被災情報等の広報に関すること。 

21 避難の指示の伝達等に関すること。 

22 被災現場写真の撮影記録に関すること。 

23 報道機関への情報提供に関すること。 

24 被災地及び避難所における広聴に関すること。 

25 初動期における生命危険情報の収集に関すること。 

26 一般家屋被災調査及び被災世帯調査に関すること。 

27 支所管轄地域内の被災調査及び情報収集並びに連絡に関するこ

と。 

28 防災行政無線の中継に関すること。 

29 物資及び人員の緊急輸送に関すること。 

30 人的被害調査に関すること。 

31 死体の処理及び埋葬に関すること。 

32 被災時の清掃及び廃棄物の処理に関すること。  

33 避難所におけるごみ処理及び仮設トイレのし尿処理に関するこ

と。 

34 衛生施設被害状況調査及び応急対策に関すること。  

35 死亡獣畜（家畜を除く。）の処理に関すること。 

保

健

福

祉 

対 

策 

部 

保健福祉部 

 避難所・要

援護者避班 

 保健・医療

班 

 救護班 

  

１ 福祉施設の被害

調査 

２ 災害弱者の安否

確認 

３ 行方不明者の捜

索 

４ 保健医療施設の

被害調査 

 ５ 医療救護所の開

設 

６ 避難所の開設 

７ 住民の避難誘導 

１ 救援の実施の総括に関すること。 

 ２ 福祉施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

 ３ 被害者の給食炊き出しに関すること。 

 ４ 独居老人、障がい者の安否確認及び救出に関すること。 

５ 行方不明者の捜索に関すること。 

６ 日本赤十字社北海道支部等その他民間団体との連絡調整に関す

ること。 

７ 保健医療施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

 ８ 緊急医薬品、衛生用品の調達及び供給に関すること。 

９ 医療救護所の開設に関すること。 

10 医師会及び歯科医師会との連絡調整に関すること。 

11 避難所の開設に関すること。 

12 住民の避難誘導に関すること。 
 

 

組織機構改革に伴う

修正 



- 14 -

 

●富良野市国民保護計画新旧対象表            

頁（修正

後） 
修   正   案 現    行 変更理由等 

第3編   

第2章 

（P39）  

 

教

育 

対

策 

部 

教育委員会 

 学校教育班 

社会教育班 

幼児教育班 

1 教育施設及び文化

財の被害調査 

2 児童生徒の応急対

策 

 １ 学校長、所長及び園長に対する避難の指示の伝達等に関するこ

と。 

２ 避難所の開設・運営に関すること。 

 ３ 教育施設及び文化財の被害調査及び応急対策に関すること。 

 ４ 児童生徒の応急対策に関すること。 

経

済

対

策

部 

 

 

経済部 

 救援班 

 農林班 

  

 

 

１ 被災者救援 

２ 市場、商工業被害

調査 

３ 農林業の被害調査 

１ 被災者の救援に関すること。 

２ 救援物資材調達に関すること。 

３ 市場、商工業の被害調査及び応急対策に関すること。 

４ 被災商工業者の援護対策に関すること。 

５ 一般ボランティア活動の受け入れ及び調整に関すること。 

６ 農林業の被害調査及び応急対策に関すること。 

７ 死亡獣畜（家畜）の処理に関すること。 

 

建

設

水

道

対

策

部 

 

建設水道部 

上下水道班 

土木班 

建設班 

１ 水道施設、土木関

係の被災調査 

２ 道路、橋梁等の応

急措置 

３ 緊急輸送路の確保 

４ 公共施設（建築物）

の被災調査 

５ 都市計画関係 

６ 飲料水の緊急給水

施設の被災調査 

１ 水道施設の被災調査及び応急対策に関すること。 

２ 被災地における飲料水確保及び給水に関すること。 

３ 水道被害情報等の広報に関すること。 

４ 下水道施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

５ 仮設トイレの配置に関すること。 

６ 下水道被害情報等の広報に関すること。 

７ 道路、河川、橋、堤防等の保護及び応急対策に関すること。 

８ 道路の通行禁止及び制限措置に関すること。 

９ 応急対策に必要な資機材等の調達及び輸送に関すること。 

10 公共施設（建築物）、公営住宅の被災調査に関すること。  

11 一般住宅の被災調査及び応急復旧の指導及び実施に関する 

こと。 

 

所   管 初 動・応 急 期 事 務 分 掌 

富良野消防署 １ 武力攻撃災害への対処に関すること（救急･救助を含む。）。 

２ 住民の避難誘導に関すること。 

 

 

 

教

育 

対

策

部 

教育委員会 

 学校教育班 

1 教育施設及び文化財

の被害調査 

2 児童生徒の応急対策 

 １ 学校長に対する避難の指示の伝達等に関すること。 

 ２ 教育施設及び文化財の被害調査及び応急対策に関すること。 

 ３ 児童生徒の応急対策に関すること。 

経

済

対

策

部 

 

経済部 

 救援班 

 農林班 

  

 

１ 被災者救援 

２ 市場、商工業被害調

査 

３ 農林業の被害調査 

１ 被災者の救援に関すること。 

２ 救援物資材調達に関すること。 

３ 市場、商工業の被害調査及び応急対策に関すること。 

４ 被災商工業者の援護対策に関すること。 

５ 一般ボランティア活動の受け入れ及び調整に関すること。 

６ 農林業の被害調査及び応急対策に関すること。 

７ 死亡獣畜（家畜）の処理に関すること。 

 

建

設

水

道

対

策

部 

 

建設水道部 

上下水道班 

土木班 

建設班 

１ 水道施設、土木関係

の被災調査 

２ 道路、橋梁等の応急

措置 

３ 緊急輸送路の確保 

４ 公共施設（建築物）

の被災調査 

５ 都市計画関係 

６ 飲料水の緊急給水

施設の被災調査 

１ 水道施設の被災調査及び応急対策に関すること。 

２ 被災地における飲料水確保及び給水に関すること。 

３ 水道被害情報等の広報に関すること。 

４ 下水道施設の被害調査及び応急対策に関すること。 

５ 仮設トイレの配置に関すること。 

６ 下水道被害情報等の広報に関すること。 

７ 道路、河川、橋、堤防等の保護及び応急対策に関すること。 

８ 道路の通行禁止及び制限措置に関すること。 

９ 応急対策に必要な資機材等の調達及び輸送に関すること。 

10 公共施設（建築物）、公営住宅の被災調査に関すること。  

11 一般住宅の被災調査及び応急復旧の指導及び実施に関する 

こと。 

 

所   管 初 動・応 急 期 事 務 分 掌 

富良野地区消防組

合消防本部 

１ 武力攻撃災害への対処に関すること（救急･救助を含む。）。 

２ 住民の避難誘導に関すること。 

 

 

 

北海道国民保護計画

改定に伴う修正 

 

第3編   

第2章 

（P39） 

 

 

(4) 市対策本部における広報等 

市は、武力攻撃事態等において、情報の錯綜等による混乱を防ぐために、住民

に適時適切な情報提供や行政相談を行うため、市対策本部における広報広聴体制

を整備する。 

 

① 広報責任者の設置 

武力攻撃事態等において住民に正確かつ積極的に情報提供を行うため、広報を

一元的に行う「広報責任者」を設置 

② 広報手段 

      広報誌、テレビ・ラジオ放送、記者会見、問い合わせ窓口の開設、市ホーム

ページ、市フェイスブック、安全・安心（市登録制）メール、ヤフー防災速報

アプリ、緊急速報メール（エリアメール）等のほか様々な広報手段を活用して、

住民等に迅速に提供できる体制を整備 

 

(4) 市対策本部における広報等 

市は、武力攻撃事態等において、情報の錯綜等による混乱を防ぐために、住

民に適時適切な情報提供や行政相談を行うため、市対策本部における広報広聴

体制を整備する。 

 

① 広報責任者の設置 

武力攻撃事態等において住民に正確かつ積極的に情報提供を行うため、広報

を一元的に行う「広報責任者」を設置 

② 広報手段 

      広報誌、テレビ・ラジオ放送、記者会見、問い合わせ窓口の開設、インタ

ーネットホームページ等のほか様々な広報手段を活用して、住民等に迅速に

提供できる体制を整備 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

情報伝達手段追加に

伴う修正 
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●富良野市国民保護計画新旧対象表            

頁（修正

後） 
修   正   案 現    行 変更理由等 

第3編   

第4章 

（P48） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

２ 警報の内容の伝達方法 

 

(1) 警報の内容は、緊急情報ネットワークシステム（Em-net）、全国瞬時警報シス

テム（J-ALERT）等を活用し、市に伝達される。市長は、全国瞬時警報システム（J

-ALERT）と連携している情報伝達手段等により、原則として、以下の要領により

情報を伝達する。 

 

① （略） 

 

② 「武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域」に市

が含まれない場合 

ア この場合においては、原則として、サイレンは使用せず、ホームページへの

掲載をはじめとする他の手段により、周知を図る。 

イ なお、市長が特に必要と認める場合には、サイレンを使用して住民に周知を

図る。 

また、消防団や自主防災組織による伝達、連合会等への協力依頼などの方法

も活用する。 

※ 全国瞬時警報システム（J-ALERT）によって情報伝達されなかった場合におい

ては、緊急情報ネットワークシステム（Em-net）によって伝達された情報を市

ホームページ等に掲載する等により、周知を図る。 

 

(2) 市長は、消防機関と連携し、あるいは自主防災組織等の自発的な協力を得るこ

となどにより、各世帯等に警報の内容を伝達することができるよう、体制の整備

に努める。 

  この場合において、当該消防機関が保有する車両・装備を有効に活用し、巡回

等による伝達を行うとともに、消防団は、平素からの地域との密接なつながりを

活かし、自主防災組織、連合会・町内会や避難行動要支援者等への個別の伝達を

行うなど、それぞれの特性を活かした効率的な伝達が行なわれるように配意する。 

   また、市は、道警察の交番、駐在所、パトカー等の勤務員による拡声機や標示

を活用した警報の内容の伝達が的確かつ迅速に行われるよう、道警察と緊密な連

携を図る。 

 

(3) 警報の内容の伝達においては、特に、高齢者、障がい者、外国人等に対する伝

達に配慮するものとし、具体的には、避難行動要支援者について、防災・福祉部

局との連携の下で、避難行動要支援者名簿を活用するなど、避難行動要支援者に

迅速に正しい情報が伝達され、避難などに備えられるような体制の整備に努める。 
 

 

 

２ 警報の内容の伝達方法 

 

(1) 警報の内容の伝達方法については、当面の間は、現在市が保有する伝達手段

に基づき、原則として以下の要領により行う。 

 

① （略） 

 

② 「武力攻撃が迫り、又は現に武力攻撃が発生したと認められる地域」 

に市が含まれない場合 

ア この場合においては、原則として、サイレンは使用せず、ホームページ

への掲載をはじめとする他の手段により、周知を図る。 

イ なお、市長が特に必要と認める場合には、サイレンを使用して住民に周

知を図る。 

また、消防団や自主防災組織による伝達、連合会等への協力依頼などの方

法も活用する。 

※【全国瞬時警報システム（J-ALERT）を用いた場合の対応】 

  弾道ミサイル攻撃のように対処に時間的余裕がない事態については、全国

瞬時警報システム（Ｊ－ＡＬＥＲＴ）が整備され、瞬時に国から警報の内容

が送信されることとなった場合には、消防庁が定めた方法により防災行政無

線等を活用して迅速に住民へ警報を伝達することとする。 
 

(2) 市長は、消防機関と連携し、あるいは自主防災組織等の自発的な協力を得る

ことなどにより、各世帯等に警報の内容を伝達することができるよう、体制の

整備に努める。 

  この場合において、当該消防機関が保有する車両・装備を有効に活用し、巡

回等による伝達を行うとともに、消防団は、平素からの地域との密接なつなが

りを活かし、自主防災組織、連合会・町内会や災害時要援護者等への個別の伝

達を行うなど、それぞれの特性を活かした効率的な伝達が行なわれるように配

意する。 

   また、市は、道警察の交番、駐在所、パトカー等の勤務員による拡声機や標

示を活用した警報の内容の伝達が的確かつ迅速に行われるよう、道警察と緊密

な連携を図る。 

 

(3) 警報の内容の伝達においては、特に、高齢者、障がい者、外国人等に対する

伝達に配慮するものとし、具体的には、災害時要援護者について、防災・福祉

部局との連携の下で避難支援プランを活用するなど、災害時要援護者に迅速に

正しい情報が伝達され、避難などに備えられるような体制の整備に努める。 
 

 

 

 

 

北海道国民保護計画

改定に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道国民保護計画

改定に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称変更に伴う修正 

 

 



- 16 -

 
●富良野市国民保護計画新旧対象表            

頁（修正

後） 
修   正   案 現    行 変更理由等 

 

 

 

 

 

 

 

第3編   

第4章 

（P51） 

 

 

２ 避難実施要領の策定 

 

(1) ～ (2) （略） 

 

(3) 避難実施要領の策定の際における考慮事項 

  避難実施要領の策定に際しては、以下の点に考慮する。 

① 避難の指示の内容の確認 

  （地域毎の避難の時期、優先度、避難の形態） 

② 事態の状況の把握（警報の内容や被災情報の分析） 

（特に、避難の指示以前に自主的な避難が行われる状況も勘案） 

③ 避難住民の概数把握 

④ 誘導の手段の把握（屋内避難、徒歩による移動避難、長距離避難（運送事業

者である指定地方公共機関等による運送）） 

⑤ 輸送手段の確保の調整（※ 輸送手段が必要な場合） 

  （道との役割分担、運送事業者との連絡網、一時避難場所の選定） 

⑥ 要支援者の避難方法の決定（避難行動要支援者名簿の活用、避難行動要支援

者支援班の設置） 

⑦ 避難経路や交通規制の調整（具体的な避難経路、道警察との避難経路の選定

・自家用車等の使用に係る調整、道路の状況に係る道路管理者との調整） 

⑧ 職員の配置（各地域への職員の割り当て、現地派遣職員の選定） 

⑨ 関係機関との調整（現地調整所の設置、連絡手段の確保） 

⑩ 自衛隊及び米軍の行動と避難経路や避難手段の調整（道対策本部との調整、

国の対策本部長による利用指針を踏まえた対応） 

 

(4) （略） 

 

    (5) 避難実施要領の内容の伝達等 

市長は、避難実施要領を策定後、直ちに、その内容を、住民及び関係のある公

私の団体に伝達する。その際、住民に対しては、迅速な対応が取れるよう、各地

域の住民に関係する情報を的確に伝達するように努める。 

また、市長は、直ちに、その内容を市の他の執行機関、消防署長、警察署長及

び自衛隊旭川地方協力本部長並びにその他の関係機関に通知する。 

さらに、市長は、報道関係者に対して、避難実施要領の内容を提供する。 
 

 

２ 避難実施要領の策定 

 

(1) ～ (2) （略） 

 

(3) 避難実施要領の策定の際における考慮事項 

  避難実施要領の策定に際しては、以下の点に考慮する。 

① 避難の指示の内容の確認 

  （地域毎の避難の時期、優先度、避難の形態） 

② 事態の状況の把握（警報の内容や被災情報の分析） 

（特に、避難の指示以前に自主的な避難が行われる状況も勘案） 

③ 避難住民の概数把握 

④ 誘導の手段の把握（屋内避難、徒歩による移動避難、長距離避難（運送事

業者である指定地方公共機関等による運送）） 

⑤ 輸送手段の確保の調整（※ 輸送手段が必要な場合） 

  （道との役割分担、運送事業者との連絡網、一時避難場所の選定） 

⑥ 要援護者の避難方法の決定（避難支援プラン、災害時要援護者支援班の設 

置） 

⑦ 避難経路や交通規制の調整（具体的な避難経路、道警察との避難経路の選

定・自家用車等の使用に係る調整、道路の状況に係る道路管理者との調整） 

⑧ 職員の配置（各地域への職員の割り当て、現地派遣職員の選定） 

⑨ 関係機関との調整（現地調整所の設置、連絡手段の確保） 

⑩ 自衛隊及び米軍の行動と避難経路や避難手段の調整（道対策本部との調

整、国の対策本部長による利用指針を踏まえた対応） 

 

(4) （略） 

 

    (5) 避難実施要領の内容の伝達等 

市長は、避難実施要領を策定後、直ちに、その内容を、住民及び関係のある

公私の団体に伝達する。その際、住民に対しては、迅速な対応が取れるよう、

各地域の住民に関係する情報を的確に伝達するように努める。 

また、市長は、直ちに、その内容を市の他の執行機関、消防組合消防長、警

察署長及び自衛隊旭川地方協力本部長並びにその他の関係機関に通知する。 

さらに、市長は、報道関係者に対して、避難実施要領の内容を提供する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

名称変更に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句修正 
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●富良野市国民保護計画新旧対象表            

頁（修正

後） 
修   正   案 現    行 変更理由等 

 

 

第3編   

第4章 

（P52） 

 

 

３ 避難住民の誘導 

 

 (1) 略 

 

(2) 消防機関の活動 

消防署は、消火活動及び救助・救急活動の状況を勘案しつつ、市長の定める避

難実施要領に基づき、要所に消防車両等を配置し、車載の拡声器を活用する等効

果的な誘導を実施するとともに、自力歩行困難な避難行動要支援者の人員輸送車

両等による運送を行う等保有する装備を有効活用した避難住民の誘導を行う。 

消防団は、消火活動及び救助・救急活動について、消防署と連携しつつ、自主

防災組織、連合会等と連携した避難住民の誘導を行うとともに、避難行動要支援

者に関する情報の確認や要避難地域内残留者の確認等を担当する等地域とのつな

がりを活かした活動を行う。 

 

(3) ～ (5) （略） 

   

 

３ 避難住民の誘導 

 

 (1) 略 

 

(2) 消防機関の活動 

消防本部及び消防署は、消火活動及び救助・救急活動の状況を勘案しつつ、

市長の定める避難実施要領に基づき、要所に消防車両等を配置し、車載の拡声

器を活用する等効果的な誘導を実施するとともに、自力歩行困難な災害時要援

護者の人員輸送車両等による運送を行う等保有する装備を有効活用した避難住

民の誘導を行う。 

消防団は、消火活動及び救助・救急活動について、消防本部又は消防署と連

携しつつ、自主防災組織、連合会等と連携した避難住民の誘導を行うとともに、

災害時要援護者に関する情報の確認や要避難地域内残留者の確認等を担当する

等地域とのつながりを活かした活動を行う。 

 

(3) ～ (5) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

字句修正 

 

名称変更に伴う修正 

第3編   

第4章 

（P53） 

 

(6) 高齢者、障がい者等への配慮 

  市長は、高齢者、障がい者等の避難を万全に行うため、避難行動要支援者支援

班を設置し、富良野市社会福祉協議会、富良野市民生委員児童委員協議会、福祉

事業者、障がい者団体等と協力して、避難行動要支援者への連絡、運送手段の確

保を的確に行うものとする（「避難行動要支援者名簿」）を活用しながら対応を

行う。その際、富良野市民生委員児童委員協議会と富良野市社会福祉協議会との

十分な協議の上、その役割を考える必要がある。）。 

   （ゲリラ・特殊部隊による攻撃等に際しては、被害が局地的、限定的なものにと

どまることも多いことから、時間的余裕がなく、移動により攻撃に巻き込まれる

可能性が高い場合は、屋内への避難を現実的な避難方法として検討せざるを得な

い場合もあり得る。） 

(6) 高齢者、障がい者等への配慮 

  市長は、高齢者、障がい者等の避難を万全に行うため、要配慮者支援班を設

置し、社会福祉協議会、民生委員、福祉事業者、障がい者団体等と協力して、

要配慮者への連絡、運送手段の確保を的確に行うものとする。 

 （ゲリラ・特殊部隊による攻撃等に際しては、被害が局地的、限定的なものに

とどまることも多いことから、時間的余裕がなく、移動により攻撃に巻き込ま

れる可能性が高い場合は、屋内への避難を現実的な避難方法として検討せざる

を得ない場合もあり得る。）    
 

 

 

名称変更及び北海道

国民保護計画改定等

に伴う修正 
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●富良野市国民保護計画新旧対象表            

頁（修正

後） 
修   正   案 現    行 変更理由等 

 

 

 

 

第3編   

第4章 

（P55） 

 

 

 
 弾道ミサイル攻撃の場合 

  
 

① （略） 

 

② 以下の措置の流れを前提として、避難実施要領の内容は、あらかじめ出される避

難措置の指示及び避難の指示に基づき、弾道ミサイルが発射された段階で迅速に個

々人が対応できるよう、その取るべき行動を周知することが主な内容となる。 

   （弾道ミサイル攻撃の場合の措置の流れ） 

 

  ア 対策本部長は、弾道ミサイルの発射が差し迫っているとの警報を発令、避難措

置を指示 

 

   対 策 本 部 長    警報の発令、避難措置の指示  

               （その他、記者会見等による国民への情報提供） 

   知  事  避難の指示  

 

   市 長  避難実施要領の策定  

    

  イ 実際に弾道ミサイルが発射されたときは、対策本部長がその都度警報を発令 

 

※ 弾道ミサイル攻撃については、発射の兆候を事前に察知した場合でも、発射され

た段階で攻撃目標を特定することは極めて困難であり、また、弾道ミサイルの主体

（国又は国に準じる者）の意図等により攻撃目標は変化するとともに、その保有す

る弾道ミサイルの精度により、実際の着弾地点は変わってくる。このため、市は、

弾道ミサイル発射時に住民が適切な行動をとることができるよう、全国瞬時警報シ

ステム（J-ALERT）による情報伝達及び弾道ミサイル落下時の行動について平素から

周知に努めるとともに、弾道ミサイルが発射された場合には、すべての市町村に着

弾の可能性があり得るものとして、対応を考える必要がある。 

 

 
 弾道ミサイル攻撃の場合 

  
 

① （略） 

 

② 以下の措置の流れを前提として、避難実施要領の内容は、あらかじめ出される

避難措置の指示及び避難の指示に基づき、弾道ミサイルが発射された段階で迅速

に個々人が対応できるよう、その取るべき行動を周知することが主な内容となる。 

   （弾道ミサイル攻撃の場合の措置の流れ） 

 

  ア 対策本部長は、弾道ミサイルの発射が差し迫っているとの警報を発令、避難

措置を指示 

 

   対 策 本 部 長    警報の発令、避難措置の指示  

               （その他、記者会見等による国民への情報提供） 

   知  事  避難の指示  

 

   市 長  避難実施要領の策定  

    

  イ 実際に弾道ミサイルが発射されたときは、対策本部長がその都度警報を発令 

 

※ 弾道ミサイル攻撃については、発射の兆候を事前に察知した場合でも、発射さ

れた段階で攻撃目標を特定することは極めて困難である。 

  このため、弾道ミサイルの主体（国又は国に準じる者）の意図等により攻撃目

標は変化するとともに、その保有する弾道ミサイルの精度により、実際の着弾地

点は変わってくる。このため、すべての市町村に着弾の可能性があり得るものと

して、対応を考える必要がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道国民保護計画

改定に伴う修正 
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●富良野市国民保護計画新旧対象表            

頁（修正

後） 
修   正   案 現    行 変更理由等 

第3編   

第7章 

（P66） 

 

第７章 武力攻撃災害への対処 

 

 第１ 武力攻撃災害への対処 

 

２ 武力攻撃災害の兆候の通報 

 

(1) 市長への通報 

  消防職員は、武力攻撃に伴って発生する火災や堤防の決壊、毒素等による動物

の大量死、不発弾の発見などの武力攻撃災害の兆候を発見した者から通報を受け

たときは、速やかに、その旨を市長に通報する。 

 

(2) 知事への通知 

  市長は、武力攻撃災害の兆候を発見した者、消防職員又は警察官から通報を受

けた場合において、武力攻撃災害が発生するおそれがあり、これに対処する必要

があると認めるときは、速やかにその旨を知事に通知する。 

第７章 武力攻撃災害への対処 

 

 第１ 武力攻撃災害への対処 

 

２ 武力攻撃災害の兆候の通報 

 

(1) 市長への通報 

  消防吏員は、武力攻撃に伴って発生する火災や堤防の決壊、毒素等による動

物の大量死、不発弾の発見などの武力攻撃災害の兆候を発見した者から通報を

受けたときは、速やかに、その旨を市長に通報する。 

 

(2) 知事への通知 

  市長は、武力攻撃災害の兆候を発見した者、消防吏員又は警察官から通報を

受けた場合において、武力攻撃災害が発生するおそれがあり、これに対処する

必要があると認めるときは、速やかにその旨を知事に通知する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句修正 

第3編   

第7章 

（P68） 

 

第２ 応急措置等 

 

１ 退避の指示 

 

(1)～(3) （略） 

 

(4) 安全の確保等 

① 市長は、退避の指示を住民に伝達する市の職員に対して、二次被害が生じな

いよう国及び道からの情報や市で把握した武力攻撃災害の状況、関係機関の活

動状況等についての最新情報を共有するほか、消防機関、道警察等と現地調整

所等において連携を密にし、活動時の安全の確保に配慮する。 

② 市の職員又は消防職員並びに当該地区の消防団員（以下「消防職団員」とい

う。）が退避の指示に係る地域において活動する際には、市長は、必要に応じ

て道警察、自衛隊の意見を聞くなど安全確認を行った上で活動させるとともに、

各職員が最新の情報を入手できるよう緊急の連絡手段を確保し、また、地域か

らの退避方法等の確認を行う。 

 

第２ 応急措置等 

 

１ 退避の指示 

 

(1)～(3) （略） 

 

(4) 安全の確保等 

① 市長は、退避の指示を住民に伝達する市の職員に対して、二次被害が生じ

ないよう国及び道からの情報や市で把握した武力攻撃災害の状況、関係機関

の活動状況等についての最新情報を共有するほか、消防機関、道警察等と現

地調整所等において連携を密にし、活動時の安全の確保に配慮する。 

② 市の職員又は消防組合職員並びに当該地区の消防団員（以下「消防職団員」

という。）が退避の指示に係る地域において活動する際には、市長は、必要

に応じて道警察、自衛隊の意見を聞くなど安全確認を行った上で活動させる

とともに、各職員が最新の情報を入手できるよう緊急の連絡手段を確保し、

また、地域からの退避方法等の確認を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句修正 
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●富良野市国民保護計画新旧対象表            

頁（修正

後） 
修   正   案 現    行 変更理由等 

第3編   

第7章 

（P68） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（P69）  

４ 消防に関する措置等 

 

(1)  （略） 

 

(2) 消防機関の活動 

  消防機関は、その施設及び人員を活用して、国民保護法のほか、消防組織法(昭

和２２年法律第２２６号)、消防法その他の法令に基づき、武力攻撃災害から住民

を保護するため、消防職団員の活動上の安全確保に配意しつつ、消火活動及び救

助・救急活動等を行い、武力攻撃災害を防除し、及び軽減する。 

  この場合において、消防署は、その装備・資機材・人員・技能等を活用し武力

攻撃災害への対処を行うとともに、消防団は、消防署長の所轄の下で、消防団が

保有する装備・資機材等の活動能力に応じ地域の実状に即した活動を行う。 

 

 

(3) ～(5) （略） 

 

(6) 消防の相互応援に関する出動 

  市長は、他の被災市町村の長から相互応援協定等に基づく応援要請があった場

合及び消防庁長官による緊急消防援助隊等の出動指示があった場合に伴う消防の

応援を迅速かつ円滑に実施するために、武力攻撃災害の発生状況を考慮し、知事

との連絡体制を確保するとともに、消防署長と連携し、出動可能な消防部隊の把

握を行うなど、消防の応援出動等のための必要な措置を行う。 

 

(7)  (略) 

 

（8）安全の確保 

 ①～③ （略） 

  

④ 消防団は、施設・装備・資機材及び通常の活動体制を考慮し、災害現場におい

ては、消防署と連携し、その活動支援を行うなど団員に危険が及ばない範囲に限

定して活動する。 

 

４ 消防に関する措置等 

 

(1)  （略） 

 

(2) 消防機関の活動 

  消防機関は、その施設及び人員を活用して、国民保護法のほか、消防組織法(昭

和２２年法律第２２６号)、消防法その他の法令に基づき、武力攻撃災害から住

民を保護するため、消防職団員の活動上の安全確保に配意しつつ、消火活動及

び救助・救急活動等を行い、武力攻撃災害を防除し、及び軽減する。 

  この場合において、消防本部及び消防署は、その装備・資機材・人員・技能

等を活用し武力攻撃災害への対処を行うとともに、消防団は、消防長又は消防

署長の所轄の下で、消防団が保有する装備・資機材等の活動能力に応じ地域の

実状に即した活動を行う。 

 

(3) ～(5) （略） 

 

(6) 消防の相互応援に関する出動 

  市長は、他の被災市町村の長から相互応援協定等に基づく応援要請があった

場合及び消防庁長官による緊急消防援助隊等の出動指示があった場合に伴う消

防の応援を迅速かつ円滑に実施するために、武力攻撃災害の発生状況を考慮し、

知事との連絡体制を確保するとともに、消防長と連携し、出動可能な消防部隊

の把握を行うなど、消防の応援出動等のための必要な措置を行う。 

 

(7)  (略) 

 

（8）安全の確保 

 ①～③ （略） 

  

④ 消防団は、施設・装備・資機材及び通常の活動体制を考慮し、災害現場にお

いては、消防本部と連携し、その活動支援を行うなど団員に危険が及ばない範

囲に限定して活動する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

消防の体制変更に伴

う修正 
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●富良野市国民保護計画新旧対象表            

頁（修正

後） 
修   正   案 現    行 変更理由等 

第3編   

第7章 

（P72） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（P72） 

 

 

 

２ 危険物質等に係る武力攻撃災害の防止及び防除      
 
(1) 危険物質等に関する措置命令 

  市長は、危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するため緊急の必要があ

ると認めるときは、消防署長と協力して、危険物質等の取扱者に対し、武力攻撃

災害発生防止のための必要な措置を講ずべきことを命ずる。 

  なお、避難住民の運送などの措置において当該物質等が必要となる場合は、関

係機関と市対策本部で所要の調整を行う。 

 

※ 危険物質等について市町村長が命ずることができる対象及び措置 

【対象】 

  (1)  消防本部等所在市町村の区域に設置される消防法第２条第７項の危険物

の製造所、貯蔵所若しくは取扱所（移送取扱所を除く。）又は一の消防本部

等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所において貯蔵し、又は取り

扱うもの（国民保護法施行令第２９条） 

  

【措置】 

① 危険物質等の取扱所の全部又は一部の使用の一時停止又は制限（消防法第

１２条の３） 

② 危険物質等の製造、引渡し、貯蔵、移動、運搬又は消費の一時禁止又は

制 

限（国民保護法第１０３条第３項第２号） 

③ 危険物質等の所在場所の変更又はその廃棄（国民保護法第１０３条第３

項 

第３号） 

 

(2) 警備の強化及び危険物質等の管理状況報告 

  市長は、危険物質等の取扱者に対し、必要があると認めるときは、消防署長と

協力して、警備の強化を求める。また、市長は、(1)の①から③の措置を講ずるた

めに必要があると認める場合は、消防署長に依頼し、危険物質等の取扱者から危

険物質等の管理の状況について報告を求める。 

 

２ 危険物質等に係る武力攻撃災害の防止及び防除      

 

(1) 危険物質等に関する措置命令 

  市長は、危険物質等に係る武力攻撃災害の発生を防止するため緊急の必要が

あると認めるときは、消防組合の管理者（又は長）と協力して、危険物質等の

取扱者に対し、武力攻撃災害発生防止のための必要な措置を講ずべきことを命

ずる。 

  なお、避難住民の運送などの措置において当該物質等が必要となる場合は、

関係機関と市対策本部で所要の調整を行う。 

 

※ 危険物質等について市町村長が命ずることができる対象及び措置 

【対象】 

  (1)  消防本部等所在市町村の区域に設置される消防法第２条第７項の危険

物の製造所、貯蔵所若しくは取扱所（移送取扱所を除く。）又は一の消防

本部等所在市町村の区域のみに設置される移送取扱所において貯蔵し、又

は取り扱うもの（国民保護法施行令第２９条） 

  

【措置】 

① 危険物質等の取扱所の全部又は一部の使用の一時停止又は制限（消防法

第１２条の３） 

② 危険物質等の製造、引渡し、貯蔵、移動、運搬又は消費の一時禁止又

は制 

限（国民保護法第１０３条第３項第２号） 

③ 危険物質等の所在場所の変更又はその廃棄（国民保護法第１０３条第

３項 

第３号） 

 

(2) 警備の強化及び危険物質等の管理状況報告 

   市長は、危険物質等の取扱者に対し、必要があると認めるときは、消防組合の

管理者（又は長）と協力して、警備の強化を求める。また、市長は、(1)の①か

ら③の措置を講ずるために必要があると認める場合は、消防組合の管理者（又は

長）に依頼し、危険物質等の取扱者から危険物質等の管理の状況について報告を

求める。 

 

 

 

 

字句修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句修正 

 



- 22 -

●富良野市国民保護計画新旧対象表 

頁（修正

後） 
修   正   案 現    行 変更理由等 

第3編   

第7章 

（P73） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（P74） 

 

第4 NBC攻撃による災害への対処等 
 

 
  市は、ＮＢＣ攻撃による災害への対処については、国の方針に基づき必要な措

 を講ずる。このため、ＮＢＣ攻撃による災害への対処に当たり必要な事項につい

 以下のとおり定める。 

  
 

１ ＮＢＣ攻撃による災害への対処 

 

(1)～(3) 略 

 

(4) 汚染原因に応じた対応 

  市は、ＮＢＣ攻撃のそれぞれの汚染原因に応じて、国及び道との連携の下、それ

ぞれ次の点に留意して措置を講ずる。 

 

① 核攻撃等の場合 

   ・市は、核攻撃等による災害が発生した場合、国の対策本部による汚染範囲の特

定を補助するため、汚染の範囲特定に資する被災情報を道に直ちに報告する。 

   ・措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、被ばく線量の管理を行いつ 

つ、活動を実施させる。 

   ・市は必要に応じ、安定ヨウ素剤の予防服用の実施及び飲食物の接種制限等の措

置について、北海道地域防災計画（原子力災害対策編）に準じて行うものとす

る。 

   ・市は、避難住民等（輸送に使用する車両及びその乗務員を含む。）の避難退域

時検査及び簡易除染その他放射性物質による汚染の拡大を防止するため、住民

等へ向け、避難退域時検査の場所、災害の概要、避難に必要な情報提供に努め

るものとする。 

 

 ②～③ （略） 

 

(5) 市長及び消防署長の権限 

    市長及び消防署長は、知事より汚染の拡大を防止するため協力の要請があった

ときは、措置の実施に当たり、道警察等関係機関と調整しつつ、次の表に掲げる

権限を行使する。 

 

 

第４ ＮＢＣ攻撃による災害への対処等 
 

 
  市は、ＮＢＣ攻撃による災害への対処については、国の方針に基づき必要な措

 を講ずる。このため、ＮＢＣ攻撃による災害への対処に当たり必要な事項につい

 以下のとおり定める。 

  
 

１ ＮＢＣ攻撃による災害への対処 

 

(1)～(3) 略 

 

(4) 汚染原因に応じた対応 

  市は、ＮＢＣ攻撃のそれぞれの汚染原因に応じて、国及び道との連携の下、そ

れぞれ次の点に留意して措置を講ずる。 

 

① 核攻撃等の場合 

   市は、核攻撃等による災害が発生した場合、国の対策本部による汚染範囲の特

定を補助するため、汚染の範囲特定に資する被災情報を道に直ちに報告する。 

  また、措置に当たる要員に防護服を着用させるとともに、被ばく線量の管理を 

行いつつ、活動を実施させる。 

   

 

 

 

 

 

 

 

②～③ （略） 

 

(5) 市長及び関係消防組合の管理者若しくは長の権限 

    市長又は関係消防組合の管理者若しくは長は、知事より汚染の拡大を防止す

るため協力の要請があったときは、措置の実施に当たり、道警察等関係機関と

調整しつつ、次の表に掲げる権限を行使する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道国民保護計画

改定等に伴う修正 
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●富良野市国民保護計画新旧対象表 

頁（修正

後） 
修   正   案 現    行 変更理由等 

（P75）  

法第108条 

第1項 

対 象 物 件 等 措   置 

１号 飲食物、衣類、寝具その他の物件 占有者に対し、以下を命ずる。 

・移動の制限 

・移動の禁止 

・廃棄 
２号 生活の用に供する水 管理者に対し、以下を命ずる。 

・使用の制限又は禁止 

・給水の制限又は禁止 

３号 死体 ・移動の制限 

・移動の禁止 

４号 飲食物、衣類、寝具その他の

物件 

・廃棄 

５号 建物 ・立入りの制限 

・立入りの禁止 

・封鎖 

６号 場所 ・交通の制限 

・交通の遮断 

  

  市長及び消防署長は、上記表中の第１号から第４号まに掲げる権限を行使する

ときは、当該措置の名あて人に対し、次の表に掲げる事項を通知する。ただし、

差し迫った必要があるときは、当該措置を講じた後、相当の期間内に、同事項を

当該措置の名あて人（上記表中の占有者、管理者等）に通知する。 

    上記表中第５号及び第６号に掲げる権限を行使するときは、適当な場所に次の

表に掲げる事項を掲示する。ただし、差し迫った必要があるときは、その職員が

現場で指示を行う。 

 

 １． 当該措置を講ずる旨 

 ２． 当該措置を講ずる理由 

 ３． 当該措置の対象となる物件、生活の用に供する水又は死体（上記表中

第５号及び第６号に掲げる   
 ４． 当該措置を講ずる時期 

 ５． 当該措置の内容 

 

(6) 要員の安全の確保 

  市長及び消防署長は、ＮＢＣ攻撃を受けた場合、武力攻撃災害の状況等の情報

を現地調整所や道から積極的な収集に努め、当該情報を速やかに提供するなどに

より、応急対策を講ずる要員の安全の確保に配慮する。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  市長又は関係消防組合の管理者若しくは長は、上記表中の第１号から第４号

まに掲げる権限を行使するときは、当該措置の名あて人に対し、次の表に掲げ

る事項を通知する。ただし、差し迫った必要があるときは、当該措置を講じた

後、相当の期間内に、同事項を当該措置の名あて人（上記表中の占有者、管理

者等）に通知する。 

    上記表中第５号及び第６号に掲げる権限を行使するときは、適当な場所に次

の表に掲げる事項を掲示する。ただし、差し迫った必要があるときは、その職

員が現場で指示を行う。 

 

 １． 当該措置を講ずる旨 

 ２． 当該措置を講ずる理由 

 ３． 当該措置の対象となる物件、生活の用に供する水又は死体（上記表中

第５号及び第６号に掲げる   
 ４． 当該措置を講ずる時期 

 ５． 当該措置の内容 

 

(6) 要員の安全の確保 

  市長又は関係消防組合の管理者若しくは長は、ＮＢＣ攻撃を受けた場合、武

力攻撃災害の状況等の情報を現地調整所や道から積極的な収集に努め、当該情

報を速やかに提供するなどにより、応急対策を講ずる要員の安全の確保に配慮

する。 

 

法第108条 

第1項 

対 象 物 件 等 措   置 

１号 飲食物、衣類、寝具その他の物件 占有者に対し、以下を命ずる。 

・移動の制限 

・移動の禁止 

・廃棄 
２号 生活の用に供する水 管理者に対し、以下を命ずる。 

・使用の制限又は禁止 

・給水の制限又は禁止 

３号 死体 ・移動の制限 

・移動の禁止 

４号 飲食物、衣類、寝具その他の

物件 

・廃棄 

５号 建物 ・立入りの制限 

・立入りの禁止 

・封鎖 

６号 場所 ・交通の制限 

・交通の遮断 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

字句修正 
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第3編   

第9章 

（P77） 

 

２ 廃棄物の処理 

(1) 略 

(2) 廃棄物処理対策 

①  市は、地域防災計画の定めに準じて、「災害廃棄物対策指針」（平成３０年３

月環境省環境再生・資源循環局災害廃棄物対策室）等を参考としつつ、廃棄物処

理体制を整備する。 

② 市は、廃棄物関連施設などの被害状況の把握を行うとともに、処理能力が不足

する、または不足すると予想される場合については、道に対して他の市町村との応

援等にかかる要請を行う。 
 

 

２ 廃棄物の処理 

(1) 略 

(2) 廃棄物処理対策 

①  市は、地域防災計画の定めに準じて、「震災廃棄物対策指針」（平成１０年

厚生省生活衛生局作成）等を参考としつつ、廃棄物処理体制を整備する。 

② 市は、廃棄物関連施設などの被害状況の把握を行うとともに、処理能力が不

足する、または不足すると予想される場合については、道に対して他の市町村と

の応援等にかかる要請を行う。 

 

 

 

 

国の基本指針の更新

に伴う修正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


